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〈問い合わせ〉　ぬくぬく 　 852-3633

疾病、出産、冠婚葬祭、看護、介護、その他の理
由（育児疲れなど）で一時的に保育が必要な時
に有料で利用できます。利用には、事前の登録と
予約が必要です。申し込み方法や利用内容な
ど、詳しくはお問い合わせください。

一時預かり事業一時預かり事業子育て広場
ぬくぬく

教育保育施設等の入所選考において、多胎児
（双子等）で入所申請をしている児童に対し、入
所選考の指数を1点、加点します。特に追加資料
などは求めませんので、申請の際にお問い合わ
せください。また、保育の軽減について、幼児教
育・保育の無償化の対象外となる0歳～2歳児
の課税世帯に対し、きょうだいで利用する場合
の保育料を、最年長の子どもから順に2人目は
半額、3人目以降は免除となる軽減を実施し、多
子世帯の保育料の軽減を図っております。※所
得によりきょうだいの数え方が異なりますので
お問い合わせください。
〈問い合わせ〉  保育こども園課       840-8131

多胎児の入所選考について多胎児の入所選考について

▪活動内容が変更になる場合が
あります。ご利用の際には、事前にお問い合わせくだ
さい。

牛乳パックでイス作り
9月15日（木）／ 10時～12時／講師  ぬくぬく
職員／定員  5組／材料費  300円／申込  9月1
日（木）から9月9日（金）まで

歯と口の健康講座
9月14日（水）／ 10時30分～11時30分
／定員  5組／申込  9月7日（水）から

9月30日（金）

毎週（月）～（金）／ 9時30分～
12時、13時30分～16時

毎週（水）

9月16日（金）／①13時30分
～14時30分  ②15時～16時

9月22日（木）

week身体測定
リサイクル 9月12日（月）～16日（金）

▪活動内容が変更になる場合が
あります。活動内容の詳細はブログ、またはまかべ
までお問い合わせください。

歯と口の健康講座
9月22日（木）／ 10時30分～11時30分
／定員  10組／申込  9月8日（木）から

9月30日（金）＊午後の活動は休み

9月30日（金）
11時～11時40分

毎週（月）～（金）／10時～16時

9月16日（金）／①13時30分～
14時30分  ②15時～16時

9月12日（月）～16日（金）

サークル活動 サーターアンダギーづくり
9月13日（火）／ 10時～12時

毎週（木）

▪活動内容が変更になる場合が
あります。詳細はブログ、またはぽかぽかまでお問
い合わせください。

わらべうたベビーマッサージ
9月13日（火）／ 14時～15時30分／対象  2カ
月～ハイハイ前のお子さんのいる親子（5組）
／申込  9月6日（火）から／予防接種後48時間は
受講できません。

9月30日（金）＊午後の活動は休み

9月30日（金）
10時30分～11時30分

毎週（月）～（金）／10時～16時

＊電話・Zooｍ
での相談も可

9月16日（金）／①10時～11時  
②11時30分～12時30分  
③14時～15時

9月13日（火）／ 10時～12時

毎週（金）／10時～12時
＊第４金曜日は休み

パパとあそぼう！
9月10日（土）／ 10時 ～11時30分

▪がじゅまる児童センター
毎週（月）／10時～11時30分
▪西崎太陽児童センター
毎週（火）／10時～11時30分

子育て出張広場

子育てに役立つ機能がたくさん！
紙の母子保健手帳と一緒に使ってね！

予防接種モ！成長記録モ！育児情報モ！

母子モ
いとまん子育て応援アプリ

9月以降の保育料は令和４年度の市町村民税
（父母合算）に基づき保育料を決定します。変更
が生じる人に通知しますので確認お願いします。

また、税の修正申告などを行った場合には、保
育こども園課まで連絡をお願いします。※税の申
告を行っていない（未申告）場合は最高額に仮算
定しますので、必ず申告していただくようお願い
します。なお、所得が０円、または扶養に入って
いる人も申告が必要です。

9月
保育料変更
について

保育こども園課 840-8131

9月は教育・保育施設の9月は教育・保育施設の

ひとり親家庭等認可外保育施設
利用料補助事業について

ひとり親家庭等認可外保育施設
利用料補助事業について

認可保育所に申し込みを行ったのに入所できな
かったひとり親家庭に対して、認可外保育施設
利用料の全部または一部を減免します。

次の①～④の全てを満たす人
①  児童扶養手当受給者またはひとり親家庭等
医療費助成受給者
②  糸満市において、子ども・子育て支援法第
19条第１項第3号に係る支給認定を受けた子ど
もの保護者
③  ②の子どものうち、認可保育所の利用申し
込みをしているが、定員に空きがないなどの理
由で、認可外保育施設を利用している子どもの
保護者
④  幼児教育・保育の無償化の対象外の世帯で
あること（課税世帯）

［認可外保育施設の利用料］―［利用者負担額］
（上限：3号33,000円）
※利用者負担額：認可保育所を利用した場合に
保護者が負担する保育料

申請した月の翌月から該当となります。
〈問い合わせ〉  利用している認可外保育施設
                   保育こども園課       840-8131

【 その他 】

【 対象要件 】

【 減免額（月額）】

保育料の変更時期です！保育料の変更時期です！

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P4-5.pdf   1   2022/08/26   15:25:30

42022.92022.92022.95

〈問い合わせ〉　ぬくぬく 　 852-3633

疾病、出産、冠婚葬祭、看護、介護、その他の理
由（育児疲れなど）で一時的に保育が必要な時
に有料で利用できます。利用には、事前の登録と
予約が必要です。申し込み方法や利用内容な
ど、詳しくはお問い合わせください。

一時預かり事業一時預かり事業子育て広場
ぬくぬく

教育保育施設等の入所選考において、多胎児
（双子等）で入所申請をしている児童に対し、入
所選考の指数を1点、加点します。特に追加資料
などは求めませんので、申請の際にお問い合わ
せください。また、保育の軽減について、幼児教
育・保育の無償化の対象外となる0歳～2歳児
の課税世帯に対し、きょうだいで利用する場合
の保育料を、最年長の子どもから順に2人目は
半額、3人目以降は免除となる軽減を実施し、多
子世帯の保育料の軽減を図っております。※所
得によりきょうだいの数え方が異なりますので
お問い合わせください。
〈問い合わせ〉  保育こども園課       840-8131

多胎児の入所選考について多胎児の入所選考について

▪活動内容が変更になる場合が
あります。ご利用の際には、事前にお問い合わせくだ
さい。

牛乳パックでイス作り
9月15日（木）／ 10時～12時／講師  ぬくぬく
職員／定員  5組／材料費  300円／申込  9月1
日（木）から9月9日（金）まで

歯と口の健康講座
9月14日（水）／ 10時30分～11時30分
／定員  5組／申込  9月7日（水）から

9月30日（金）

毎週（月）～（金）／ 9時30分～
12時、13時30分～16時

毎週（水）

9月16日（金）／①13時30分
～14時30分  ②15時～16時

9月22日（木）

week身体測定
リサイクル 9月12日（月）～16日（金）

▪活動内容が変更になる場合が
あります。活動内容の詳細はブログ、またはまかべ
までお問い合わせください。

歯と口の健康講座
9月22日（木）／ 10時30分～11時30分
／定員  10組／申込  9月8日（木）から

9月30日（金）＊午後の活動は休み

9月30日（金）
11時～11時40分

毎週（月）～（金）／10時～16時

9月16日（金）／①13時30分～
14時30分  ②15時～16時

9月12日（月）～16日（金）

サークル活動 サーターアンダギーづくり
9月13日（火）／ 10時～12時

毎週（木）

▪活動内容が変更になる場合が
あります。詳細はブログ、またはぽかぽかまでお問
い合わせください。

わらべうたベビーマッサージ
9月13日（火）／ 14時～15時30分／対象  2カ
月～ハイハイ前のお子さんのいる親子（5組）
／申込  9月6日（火）から／予防接種後48時間は
受講できません。

9月30日（金）＊午後の活動は休み

9月30日（金）
10時30分～11時30分

毎週（月）～（金）／10時～16時

＊電話・Zooｍ
での相談も可

9月16日（金）／①10時～11時  
②11時30分～12時30分  
③14時～15時

9月13日（火）／ 10時～12時

毎週（金）／10時～12時
＊第４金曜日は休み

パパとあそぼう！
9月10日（土）／ 10時 ～11時30分

▪がじゅまる児童センター
毎週（月）／10時～11時30分
▪西崎太陽児童センター
毎週（火）／10時～11時30分

子育て出張広場

子育てに役立つ機能がたくさん！
紙の母子保健手帳と一緒に使ってね！

予防接種モ！成長記録モ！育児情報モ！

母子モ
いとまん子育て応援アプリ

9月以降の保育料は令和４年度の市町村民税
（父母合算）に基づき保育料を決定します。変更
が生じる人に通知しますので確認お願いします。

また、税の修正申告などを行った場合には、保
育こども園課まで連絡をお願いします。※税の申
告を行っていない（未申告）場合は最高額に仮算
定しますので、必ず申告していただくようお願い
します。なお、所得が０円、または扶養に入って
いる人も申告が必要です。

9月
保育料変更
について

保育こども園課 840-8131

9月は教育・保育施設の9月は教育・保育施設の

ひとり親家庭等認可外保育施設
利用料補助事業について

ひとり親家庭等認可外保育施設
利用料補助事業について

認可保育所に申し込みを行ったのに入所できな
かったひとり親家庭に対して、認可外保育施設
利用料の全部または一部を減免します。

次の①～④の全てを満たす人
①  児童扶養手当受給者またはひとり親家庭等
医療費助成受給者
②  糸満市において、子ども・子育て支援法第
19条第１項第3号に係る支給認定を受けた子ど
もの保護者
③  ②の子どものうち、認可保育所の利用申し
込みをしているが、定員に空きがないなどの理
由で、認可外保育施設を利用している子どもの
保護者
④  幼児教育・保育の無償化の対象外の世帯で
あること（課税世帯）

［認可外保育施設の利用料］―［利用者負担額］
（上限：3号33,000円）
※利用者負担額：認可保育所を利用した場合に
保護者が負担する保育料

申請した月の翌月から該当となります。
〈問い合わせ〉  利用している認可外保育施設
                   保育こども園課       840-8131

【 その他 】

【 対象要件 】

【 減免額（月額）】

保育料の変更時期です！保育料の変更時期です！

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

P4-5.pdf   1   2022/08/26   15:25:30


